
2024年 10月 22日 

振替申込み制度 廃止のお知らせ 
公益社団法人愛知労働基準協会 

 
拝啓  
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 
この度、2026年4月以降開催の講習より「振替申込み制度」を廃止することになりましたので、お知らせいたします。 
 
当協会の各講習には、取消可能日を設定しております。取消可能日までは受講日の変更、受講のキャンセルをする
ことができますが、取消可能日を過ぎるとこれらの変更ができなくなります。 
取消可能日以降に受講日を変更する場合は、有料による振替申込（振替申込み制度）をうけたまわっておりまし
たが、2026 年 4 月以降開催の講習よりこの振替申込み制度が廃止となりますので、ご承知おきくださいますようお
願い致します。 

敬具 
 

◎変更内容 

現行 
      取消 

可能日 
    講習  

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 前日 当日 後日 

             

             

             

             

 
 
 

2026年 4月以降開催の講習～ 
      取消 

可能日 
    講習  

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 前日 当日 後日 

             

             

             

             

 

変更・取消可能（返金可能） 変更・取消不可（返金不可） 

振替※（要 手数料） 
※ 3 か月以内の講習（1回のみ） 

変更・取消可能（返金可能） 変更・取消不可（返金不可） 

※ 振替申込み制度廃止 
※ 以下の場合は空きのある次回の講習会に受講日を変更することができます。 

①公共交通機関に遅延があり法定の時間の受講が困難な場合 

②受講者本人の扶養家族、２親等以内の親族に不幸があった場合 

営
業
日 

営
業
日 




